
白井市水道事業について

令和４年８月１日（月）

令和４年度 第1回白井市上下水道事業審議会
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水道事業とは？

2



①近代水道の始まり

近代における水道は明治２０年（1887年）に完
成した横浜の水道に始まります。
その後、函館、長崎、大阪、東京、神戸などの開
港場に次々布設されます。

外国との貿易の活性化に伴うコレラなどの
伝染病の流行に対処するため
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②水道の目的

「水道事業」には水道法で定められた目的があり
ます。（昭和３２年制定）

第１条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合
理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び
水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富
低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環
境の改善とに寄与することを目的とする。
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③水道の経営

「水道事業」は地方公営企業が経営する企業です。
地方公営企業法が適用（昭和２７年制定）

第３条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮
するとともに、その本来の目的である公共の福祉を
増進するように運営されなければならない。
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④地方公営企業の意義
水道・下水道・病院・地下鉄etc…存在理由は

■日常生活に欠くことのできないサービスとして安
定的・継続的に供給する必要があり、利潤の有無に
関係なく実施する必要がある事業。

■施設の建設に巨額の資金を必要とし、その投資資
金の回収に長期間を要するため、民間資本の進出が
期待できない事業。

■日常生活の環境整備など、地方公共団体が行う一
般行政事務との密接な関連に基づいて実施すること
が適当な事業。

等が挙げられます
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白井市水道事業の概要
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沿革

■昭和59年 白井町の町営水道が始まる

■平成 9年 区画整理事業に伴い、西白井地区の拡張

■平成28年 配水場建設着工

■昭和62年 冨士地域から給水開始
その後、白井、西白井、富塚…各地域順次給水開始

■令和 2年 経営基盤強化のため、水道料金改定
平均改定率１５％改定

■平成13年 町から市へ（市制施行）
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■平成30年 配水場完成
平成31年4月から市営水道区域全域配水開始

■令和 2年 白井市上下水道事業経営戦略策定
（令和３年度～令和１２年度）



市営水道区域

市営水道区域

市営水道区域

県営水道区域

県営水道区域

配水場

北総線

至新鎌ヶ谷

北総線
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央
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１，７４５ha

(49.18%)

行政面積 ３，５４８ha

県営水道区域
８３６ha

(23.56%)

市営水道
９６７ha

(27.26%)



■給水人口 19,886人

■給水戸数 8,051戸

県営水道人口 35,136人

市内人口 63,012人

市内全体普及率 87％

県営水道戸数 14,204戸

市内戸数 26,262戸

■給水量

年間給水量
1,827,419m3

有収水量
1,795,247m3

有収率
98.2％

無収水量等
32,172m3

無収率
1.8％

白井配水池
約609杯分

水道料金収入に
つながった水量

漏水、消防などで使用
（料金収入にならなかった水量）

令和２年度末

※1m3（1,000Ｌ）=500mlペットボトル×2,000本
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■配水管総延長 約101ｋｍ
令和3年度末

第142期配水管布設工事（冨士地先）
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配水管洗浄作業業務（Ｈ29年度～R3年度）
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収益的収入及び支出
令和２年度決算

5億4,600万円 支出 収入 5億2,700万円

約1,900万円
の純損失

水道料金
4億700万円

総収入の約77％
は水道料金

受水費
2億9,400万円

減価償却費
1億2,100万円

給水サービスなどの費用
8,800万円

その他の収入
1億2,000万円

支払利息
1,000万円

人件費
3,300万円

その他の収入のうち
・市からの補助金＝4,300万円
・県からの補助金＝1,900万円

水道料金収入だけでは、支
出を賄えないため、県や市
から補助金をもらって運営
しています。

全ての水を
印旛広域水道から購入

■会計…経理は企業会計方式
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経営



類似団体との経営比較
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項目 白井市 類似団体平均

料金回収率 80.9% 84.4%

受水費割合 54.0% 47.9%

項目の説明

 料金回収率は、水道料金で費

用をどの程度賄えるかを示したも

のです。

 100％未満の場合、水道料金だ

けでは全ての費用を賄えない

「逆ザヤ」となっています。

 費用全体の中で、受水費が占

める割合を示したものです。

保有していないため、受水費割合

が大きくなっています。

※類似団体平均は、総務省地方公営企業経営指標より出典



96万m3 183万m3

91％

2億
500万円

4億
700万円

99％

■料金改定により、受水量の増加
に対して、水道料金の増加幅が上
昇。

全ての水を
印旛広域水道
から購入

■管路の老朽化に伴う修繕費の増加。

■今後、人口は微増して、横ばいの見込み。
大幅な料金収入は見込めない。

19,500

20,000

20,500

21,000

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

給水人口（人）

水道事業の現状と課題

12,797人 19,886人

55％

平成18年度 令和2年度14年後

受水量

水道料金

給水人口

■配水場稼働に伴い、必要経費が増加。
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■法定耐用年数（38年）を超える管路の増大

0

5,000

10,000
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20,000

25,000
延長（ｍ）

昭和59年度 平成元年度 平成5年度 平成10年度 平成15年度 平成20年度 平成25年度 平成30年度

令和10年度の時点で
法定耐用年数を経過している
管路延長＝28,434m

約30km

令
和
5
年
度
に
38
年
経
過
す
る
管

約30kmを更新するためには、
約18億円が必要！
莫大な費用がかかる

限られた財源の中で
管路の更新をするために
管路更新計画の策定を
令和5年度予定
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水道料金改定の概要

《平成３１年３月７日 白井市上下水道事業審議会の答申》

市営水道は維持管理費等の経費の増加や、法定耐用年数を迎える水道施設の
管路更新計画を策定し計画的な施設の更新による事業費の増加が見込まれるほ
か、大規模災害に備えた剰余金の確保が必要不可欠であることから、水道事業
の経営健全化を推進し経営基盤の一層の強化のため、水道料金改定は必要で
あると答申します。

◎ 平均改定率 １５%
◎ 改定期日 令和２年４月１日

白井市上下水道事業審議会の答申を踏まえ、
市は、水道料金を改定する方針としました。

令和元年９月の白井市議会において、条例の改正案が可決
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経営戦略の策定と今後の改定について

市では、国からの要請を受け、いままでの課題に対応し、持続可
能な事業運営を進めるため、令和３年３月、水道事業の経営戦略改
定に合わせ、新たに下水道事業を含めた「白井市上下水道事業経営
戦略」を策定し、上下水道事業の指針として取り組んでいきます。

なお、下記のような事項が発生した場合には、必要に応じ改定を
行います。

①老朽管の更新計画の策定により、投資計画（整備事業費）が変更となった場合。

②給水区域の拡張や広域化など、水道事業の給水エリアが変更となった場合。

③その他、投資・財政計画の見直しが必要な場合。
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水道事業における経営戦略見直し時期（案）


